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B ．事業創造、

雇用拡大

関係

府省等
対応状況 主な成果

′ヽ

課題 これか らの取 り組み

ィ．税制改革

O NPO活動促進のための、現 財務省・総 ・平成15年度税制改正におい 第156回国会に、平成15年度税 ①第156回国会において平成15
行NPO税制の認定要件の見直務省・内閣 て、認定NPO法人制度における 制改正法案を提出。 年度税制改正法案の年度内成立
Lを検討する。 府・経済産

業省・文部
科学省・環
境省・厚生
労働省・国
土交通省

パブリックサポート等の認定要件
を緩和するとともに、認定NPO法
人についてみなし寄附金制度の
導入を実施することとしている。

を図る。法案の成立・施行にあ
たっては、新しい制度が国民に利
用されるよう政府広報等の手段に
よりPR・情報提供を行う。

（戦略分野への選択と集中）
試験研究税制、IT・環境投資

財務省・総
務省・内閣

・平成15年度税制改正におい
て、研究開発減税として、試験

第156回国会に、平成15年
度税制改正法案を提出。

（訂第156回国会において平成
15年度税制改正法案の今年

促進税制措置の見直しを検 府・経済産研究費の総額に係る特別税額 度内成立を図る。法案の成
討する。

（産業力強化のための汀化

某省・環境
省・厚生労
働省・文部

控除の創設、産学官連携の共
同研究・委託研究に係る特別
税額控除制度の創設、中小企

立・施行にあたっては、新しい
制度が国民に利用されるよう
政府広報等の手段によりPR・

促進）
汀投資促進税制措置の見直
しを検討する。

科学省・国
土交通省

業技術基盤強化税制の拡充
を行うとともに、設備投資減税
として、ソフトウエアを含む汀投
資促進税制・開発研究用設備
の特別償却制度の創設等を
実施することとしている。

情報提供を行う。
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口 ． 歳 出 改 革

厚生労働省は、雇用保険3 厚生労働省 労働政策審議会職業安定分 助成金の重点化、合理化に 政策評価を適切に実施し、 制度の周知徹底や実績等の
事業について、平成1 5 年 料金雇用保険部会において1 より、費用対効果が高まる 失業の予防、再就職の促進 把握、及び実績等を踏まえ
度から、雇人助成の縮減、 報告書とりまとめ （平成1 効果が期待される。 による給付減に資する等の た不断の見直し。
雇用維持支援から労働移 4 年1 2月2 6 日） （別 機能が十分発揮されるよう
勤 ・能力開発支援への重点
化等により、抜本的合理化
を図る。

紙）

○早期再就職の促進等雇用
保険制度全体の見直しの方
向に則し、重点化、合理化

・労働移動支援について
は、労働移動支援助成金等
の要件緩和による拡充を実
施

・雇用維持支援について
は、雇用調整助成金の支給
限度日数の縮減等を実施

・雇人助成金については、
経営基盤の強化に資する人
材などの特定人材の確保支
援に重点化
○あわせて、政策的必要性
の低下している助成金を廃
止するなど整理統合を実施
（総本数を4 6本から3 5

本に）

不断の見直しを行うことが
必要。

厚生労働省は、平成 1 4年 厚生労働省 平成14年4月18日より 「働ら 平成15年1月未までに、約 新規の求職者等に対して適 （り～③
度から、 「働らコール」事 コール」の受付開始。

政策目標B ・厚労

23，鵬0件のコールを受付け 切に周知が図られるよう 引き続き沖縄県と連携を図
業 （全国の就職支援機関に ている。

・基本方針2002（経済活性

に、本事業について、沖縄 リ、本事業について、適宜
ついての情報を提供する電 県と連携のもとに適宜周 周知 ・広報を行うとともに
話サービス）への支援、
「ハローワーク・インター

ネットサービス」への求人
企業名の掲載等を通じて就
労等に関する多面的情報提
供を充実する。

知・広報を行っていく。

ヒ戦略）

的確な情報提供に努める。
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●　　　　　　　　　　●

ハローワークの求人情報を 平成15年1月14～31日の1 日 ①～②
インターネットで提供して 平均アクセス数は181，155件 求人企業名等を含めた情報
いる 「ハローワーク・イン と、企業名公開前 （平成14 の提供を推進し、再就職活
ターネットサービス」にお

いて、平成15年1月14日よ
り、新たに求人企業名等の
提供を開始した。

年12月の1日平均アクセス
数 ：95，548件）の約 1 ・9
倍となった。

勤の円滑化を図る。

厚生労働省、農林水産省、 厚生労働 ○　 以下の予算を15年度予 ・若年者 トライアル雇用事 ○①第1 5 6 回国会会期末
環境省及び関係府省は、若 省、農林水 算案に計上 業

平成15年1月までに
1 5年度予算に計上してい

年者トライアル雇用、イン産省、環境 ・若年者トライアル雇用事 る事業については、予算成
ターンシップ、 r緑の雇 省、関係府 業 （平成15年度予定額87億 30，312人実施 立後できる限り速やかに実

施。
○私のしごと館

用」の活用などによる職業 省 円） 18，938人終了
体験機会の充実等を通じ ・インターンシップ受入企 14，831人常用移行
て、‘青少年等の職業理解を 業開拓事業 （平成15年度予 常用移行率78．3％ ①平成1 5 年3 月運営開
促進し、職業意識を醸成さ 定額6億円） ・インターンシップ受入企 始。
せる。 ・中高生仕事ふれあい活動 業開拓事業 （大学生対象） ②平成1 5 年1 0 月から本

支援事業 （平成1 5 年度予
定頭 1 2 ．5億円）

・高校生の職業意識啓発の
強化 （平成15年度予定額7．8
億円）

・生徒の保護者に対する職
業意識啓発に関する理解の
促進 （平成15年度予定額0．2
億円）

・「私のしごと館」におい
て、多種多様程職業体験機
会や職業情報の提供等に係
る事業を実施 （事業の運営
開始は平成1 5年3 月）
（平成 1 5年度予定額2
3 ．7億円）

平成15年1月までに
1，858企業を開拓
3，009人の大学生が実施

・ジュニアインターンシッ
プ事業 （高校生対象）

平成14年度上半期7，271事業
所が参加

格稼働。
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厚生労働省、
は、若年者雇用を促進する
ため、学校と職業安定機関
が緊密に連携しつつ、学校
における就職支援体制の強
化を図るとともに、不安定
就労若年者等に対する効果
的なカウンセリングの実施
や職業訓練の一層の推進を
図る。

厚生労働省 の予算を15年度予算
に計上
・新規高卒者に対する就職
ガイダンスの充実（平成15
年度予定額4億円）
・学校の進路指導担当者に
対する支援（平成15年度予
定額9百万円）
・若年失業者雇用安定促進
事業の実施（平成15年度予
定額4．6億円）
○未内定者対策として学卒
未内定者ジョブサポート事
業を14年度補正予算で実施
○若年失業者の就職を促進
するためのヤングワークプ
ラザを14年度補正予算で設
置

・ヤングジョブスポットの
設置
フリーター等若年者が集中
する大都市の「ヤングジョ
ブスポット」において、フ
リーター等若年者に対し
て、適職選択・キャリア形
成に関する相談、適職発見
のための自主的なグループ
活動（職業に関するディス
カッション・職場見学等）の
支援等により、若年者の
キャリア形成支援の実施に
ついて14年度補正及び1
5年度予算に計上。

新規高卒者等若年者の職
業生活への円滑な移行が、
又、若年失業者の安定定用
の実現が期待される。
014年度補正予算による事
業は15年2月より実施

第156回国会会期末
15年度予算に計上してい
る事業については、予算成
立後できる限り速やかに実
施。

①14年度補正予算によ
り、埼玉、神奈川、愛知、
大阪の4所を設置する。
②15年度予算により、
東京、大阪等10所を目途
に設置。
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八．規制改革
厚生労働省

約や裁量労働制の見直し、
派遣労働法制における対象
範囲拡大、募集・採用にお
ける年齢制限廃止努力の徹
底、有料職業紹介の規制緩
和等労働制度を引き続き見
直す。また、解雇の基準や
ルールについて、立法で明
示することを検討する。

・有期労働契約の見直し、
解雇に関する規定の整備、
裁量労働制の要件・手続の
緩和等を内容とする「労働
基準法の一部を改正する法
律案」を第156回国会に提
出。（平成15年3月7日閣議
決定）
・労働者派遣事業の派遣期
間の延長や製造業務への対
象業務の拡大、有料職業紹
介事業の規制緩和、地方公
共団体における無料職業紹
介事業の実施等を内容とす
る「職業
安定法及び労働者派遣事業
の適正な運営の確保及び派
遣労働者の就業条件の整備
等に関する法律の一部を改
正する法律案」を第156
回国会に提出（平成15年
3月7日間議決定）。
・公共職業安定所で受理
した求人のうち、年齢不同
求人の割合を平成17年度に
30％とする目標を設定（平
成15年1月）し、その達成を
目指して着実かつ計画的な
取り組みを展開。

有期労働契約や裁量労働
制の見直しによって、労働
者が主体的に多様な働き方
を選択できる可能性が拡大
するとともに、働き方に応
じた適正な労働条件が確保
されると考えられる。
・解雇に関する規定を整備
することによって、解雇を
巡って発生する紛争を防止
し、その解決に資すると考
えられる。
・職業紹介事業制度、労働
者派遣事業制度等の見直し
によって、我が国全体の労
働力需給
調整権能の強化が図られる
ことにより、ミスマッチの
解消に資することとなると
ともに、労働者が主体的に
多様な働き方を選択できる
可能性が拡大するものと見
込まれる。
・公共職業安定所における
全求人に占める年齢不問求
人の割合は、改正法施行
（平成13年9月）の1．6％か
ら13％程度にまで、改善が
見られている。

・求人年齢制限緩和の促進
のためには、これまでの年
齢と深く結びついた雇用慣
行の見直しを含め、広く社
会全体にその意義と必要性
の浸透を図りつつ、労使の
理解と協力を得て、着実か
つ計画的に取組みを進めて
いく必要がある。

有期労働契約の見直し、解
雇に関する規定の整備、裁
量労働制の見直し
（り第156回国会会期末
同法案成立後は、改正法の
円滑な施行に向けて周知等
を行う予定。
（診平成15年末、③それ以降
改正された労働基準法を着
実に施行。

派遣労働法制における対象
範囲拡大、有料職業紹介の
現御題和
（D第156回国会会期末
同法案成立後は、改正法の
円滑な施行に向けて改正法
等の周知等を行う予定。

②平成15年末、③それ以
降改正法の円滑な施行に努
める。
募集・採用における年齢制
限廃止努力の徹底
（9　第156回国会会期末
②　平成15年末
シンポジウム、事業主懇談
会の開催、個別の企業が抱
える問題に応じた助言、援
助等、目標達成に向けた取
組を展開。
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厚生労働省は、企
離職者の再就職援助システ
ム（企業の再就職あっせん
や教育訓練に対する支援）
や官民による労働力需給調
整権能の強化など、．離職者
の再就職インフラを強化す
る。

厚生労働省 ・平成13年10月に労働
移動支援助成金を創設する
とともに、平成13年12
月に同助成金に再就職支援
給付金を追加した。また、
平成14年12月に同助成
金の支給要件を緩和すると
ともに、不良債権処理に伴
い離職を余儀なくされる者
に対する特例措置を実施す
ることとした。

・労働者派遣事業の派遣期
間の延長や製造業務への対
象業務の拡大、有料職業紹
介事業の規制緩和、地方公
共団体における無料職業紹
介事業の実施等を内容とす
る「職業安定法及び労働者
派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の就業条
件の整備等に関する法律の
一部を改正する法律案」を
第156回国会に提出（平
成15年3月7日閣議決
定）。

・＜支給実績＞平成14年
12月末現在
求職活動等支援給付金
6，211人、360，105千円
再就職支援給付金
84人、14，423千円
定着講習支援給付金
605人、60，200千円

・職業紹介事業制度、労働
者派遣事業制度等の見直し
によって、我が国全体の労
働力需給調整機能の強化が
図られることにより、ミス
マッチの解消に資すること
となるとともに、労働者が
主体的に多様な働き方を選
択できる可能性が拡大する
ものと見込まれる。

第156回国会会期
同法案成立後は、改正法の
円滑な施行に向けて改正法
等の周知等を行う予定。
②平成15年末、③それ以
降
改正法の円滑な施行に努め
る。
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文部科学省、．厚生労働省 厚生労働省 ・平成 1 4 年度において 平成14年度においては、約5 平成14年4 月の待機児童数 平成 1 5 年度において、（D
は、ネットワーク型子育て は、待機児童ゼロ作戦に基 万人の受入増を囲ったところ。は、平成13 年と比較し、約4 保育所受入れ児童数の約 5
支援ビジネスモデルの実施 づき、保育所児童数約 5 万 千人増加しており、潜在的な 万人の増に対応するととも
の支援や 「保育所待機児童 人の受入れ増を行うととも 保育需要を含めて、より一層 に、②パー トタイムの増大
ゼロ作戦」の推進、 「預か こ、公設民営方式を活用し 待機児童ゼロ作戦の推進を に対応 し、3 歳未満児を対
リ保育」の推進等を通じ た保育所整備の推進、送迎 図っていく必要がある。 象に週 2 ， 3 日程度必秦に
て、子育て支援を推進 ・拡 保育ステーション等の整 応じて柔軟に対応できる特
充する。 億、保育ママの促進等を実

施。

・平成 1 5 年度予算案にお
いて、①保育所受入れ児童
数の約5 万人の増に対応で
きるよう、必要な額を計上
するとともに、②パートタ

イムの増大に対応し、 3 歳
未満児を対象に週 2 、 3 日
程度必要に応じて柔軟に対
応できる特定保育事業の創
設を盛り込んだところ。

定保育事業の推進を図る予
定。

文部科学省、厚生労働省 厚生労働省 ○労働者派遣事業の派遣期 職業紹介事業制度、労働者 （訪第 1 5 6 回国会会期末
は、医療 ・介護、保育、労 間の延長や製造業務への対 派遣事業制度等の見直しに 同法案成立後は、改正法の
働、教育等の社会的規制分 象業務の拡大、有料職業紹 よって、我が国全体の労働 円滑な施行に向けて改正法
野において、民間による良 介事業の規制緩和、地方公 力需給調整機能の強化が図 等の周知等を行う予定。
質せ効率的なサービス提供 共団体における無料職業紹 られることにより、ミス （診平成 1 5 年末、③それ以
を推進する。 介事業の実施等を内容とす マッチの解消に資すること 降

改正法の円滑な施行に努める 「職業安定法及び労働者 となるとともに、労働者が
派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の就業条
件の整備等に関する法律の

一部を改正する法律案」を
第 1 5 6 回国会に提出 （平
成 1 5 年 3 月 7 日閣議決
定）。

主体的に多様な働き方を選
択できる可能性が拡大する
ものと見込まれる。

る。
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ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

関係府省は、汀やライフサ 関係府省 公共職業訓練においては、 平成 1 4 年度の公共職業訓 今後とも人材ニーズに対応 （亘）② 1 5 年度も引き続き実
イエンス等、高度な知識を 平成1 4 年度計画で9 6万 練の実施状況 （4 月～1 1 し、新規成長分野を中心と 施。
要する分野での人材供給を 人 （離職者5 ．3 万人、在職 月） した職業能力開発を着実に
平成1 4年度から強化する 者4 0 万人、学卒者3 万 離職者訓練2 9万人 推進。
ことを通じて新分野人材育 人）を対象に実施中。 在職者訓練1 5万人
成を倍増する。 また、 I T に係る能力開発，

については、職業訓練2 0
万人 （離職者訓練5 3 万人
の内数）、自学自習として
5 0万人を対象に実施中。

学卒者訓練3万人
l T に係る能力開発 （平成
1 4 年4 月～平成 1 4 年 1
°1 月）
職業訓練 1 9 万人
自学自習として5 5万人

厚生労働省は、民間活用に 厚生労働省 平成13年の総合雇用対策に 民間におけるキャリア・コ 5年間で5万人の目標に ①（診民間におけるキャリ
よるキャリアカウンセリン おいて5年間で5万人の ンサルタント養成事業の増 従って養成を推進 ア ・コンサルタント養成の
グを促進する。 キャリア ・コンサルタント

養成を目標とすることとし
たことを踏まえ、官による
養成のほか、民間における
養成について助成金等の活
用により推進。

・民間企業の人事 ・労務担
当者 （在職者）等を対象に
キャリア ・コンサルタント
養成訓練を平成1 4 年 1 1
月から職業能力開発大学校
等において実施。 （毎年
1．100名）

大

平成 1 4 年 1 1 月開講の訓
練コースにおいては」5 3
0 名を対象に実施。

助成金活用による支援と職
業能力開発大学校等におけ
る養成について、15年度も
引き続き推進。
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・キャリア形成促進助成金
（職業能力評価推進給付

金）の支給対象として民間
機関が実施するキャリア ・

コンサルタント能力評価試
験の指定を開始。

平成14年11月現在、 7 試験

を指定。平成15年4月に向
け、第2国指定手続き中。

厚生労働省、農林水産省、 厚生労働 ○　 以下の予算を15年度予 ・若年者 トライアル雇用事 ○①第 1 5 6 回国会会期末
環境省及び関係府省は、若 省、農林水 算案に計上 業 1 5 年度予算に計上してい
年者 トライアル雇用、イン産省、環境 ・若年者 トライアル雇用事 平成15年1月までに る事業については、予算成
夕「ンシップ、 「緑の雇 省、関係府 業 （平成15年度予定額87億 30，312人実施 立後できる限り速やかに実

施。
○払のしごと館

用」の活用などによる職業 省 円） 18，938人終了
体験機会の充実等を通じ ・インタ，－ンシップ受入企 14，831人常用移行
て、青少年等の職業理解を 業開拓事業 （平成15年度予 常用移行率78．3％ （D 平成 1 5 年 3 月運営開
促進し、職業意識を醸成さ 定額6億円） ・インターンシップ受入企 始。
せる。 ・中高生仕事ふれあい活動 業開拓事業 （大学生対象） ②平成 1 5 年 1 0 月から本

支援事業 （平成 1 5 年度予
定額 1 2 ． 5 億円）

・高校生の職業意識啓発の
強化 （平成15年度予定額7．8
億円）

・生徒の保護者に対する職
業意識啓発に関する理解の
促進 （平成15年度予定額0．2
億円）

・ 「私のしごと館」におい
て、多種多様な職業体験機
会や職業情報の提供等に係
る事業を実施 （事業の運営
開始は平成 1 5 年 3 月）
（平成 1 5 年度予定額 2

3 ． 7 億円）

平成15年 1 月までに

1，858企業を開拓
3，009人の大学生が実施

・ジュニアインターンシ尋
プ事業 （高校生対象）

平成14年度上半期7，271事業
所が参加

格稼働。
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厚生労働省、文部科学省 厚生労働 ・高校、大学等を卒業した 高校、大学等を卒業した未 若年者に対する職業能力開 ①従来の未就職卒業者を対
は、若年者雇用を促進する 省、関係府 未就職卒業者を対象とした 就職卒業者を対象とした専 発支援 ・キャリア形成支援 象とした訓練のほかに、学
ため、学校と職業安定機関 省 民間教育訓練橡関等への委 門コースについて、約 1 5 を強化する。 卒早期離職者及び不安定就
が緊密に連携しつつ、学校 託訓練等を実施。 0 0 人が受講 （4 月～ 1 1 労若年者 （フリーター）を
における就職支援体制の強 ・学卒早期離職者 ・フリー 月）。 対象に、グループカウンセ
化を図るとともに、不安定 タ一に対する能力開発支援 リング等を通じて、訓練受
就労若年者等に対する効果
的なカウンセリングの実施
や職業訓練の一層の推進を
図る。

を 1 5 年度予算に計上。 講の動機付けや安定雇用へ

の意欲喚起等を行う若年者
プレ訓練を実施。
②①の参加者のうち、必要
な者については、職業能力
開発大学校、専修学校等に
おいて企業実習を含む職業
訓練コースを設定 ・実施予
定

文部科学省は、社会人を含 文部科学 隷職者を対象とした公共臆 民間委託訓練は、平成 1 4 今後とも民間を活用した職 ② 1 5 年度においても、引
む学生への奨学金を重視す 省、厚生労 莫訓練においては．より多 年4 月～ 1 1 月まで 2 2 万 業訓練を推進する。 き続き民間教育訓練機関等
る。厚生労働省は、職業訓
練については民間を活用す
るとともに、個人の能力開

働省 ・な内容の訓練コースを臭 人を対象に実施。
大学等委託訓練2 7 大学 4
8 コース 9 2 4 名 （1 2 月

を活用した訓練を実施する
とともに、新たに、座学型
訓練と実習型訓練を組み合

臆するため．専修学校等を
活用した民間委託訓綾を拡
太L発については給付の重点 末時点） わせた、より個々の受講者

化、貸付の積極的な活用に N P O 委託訓練 2 1 N P O の状況に応じた効果的な職
より意欲の高い個人を対象
とした効果的 ・効率的な支
援制度とする。

法人 2 9 コース 6 8 8 名
（1 2 月末時点）

求人者委託訓練9 0 9 コー

ス 1 1 0 0 名受講 （1 1 月
末時期）

業訓練を実施する予定。
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●

1　平成14年4月指定に当
たっては、下記の観点から
講座指定の重点化を図っ
た。
①　基礎的・入門的レベ

ルの講座を排除、
②　大学・大学院等の講

座の指定範囲を拡大、
（諺　支給実績がない講座

の再指定不履行、
④　趣味的・教養的受講

者の排除、
⑤　訓練目標の明確化、

訓練内容の受講者への明示
を義務づけ、

2　平成14年10月指定に当
たっては、1に加えて下記
により重点化を図った。
①　公的職業資格、修士

等の取得を訓練目標とする
講座を指定。
②　①に準じて訓練目標

が明確であり、訓練効果の
客観的な測定が可能である
講座を措定。

これらの重点化を行った
結果、指定講座数は、平成
13年10月時点で22，183講座
であったものが、平成14年
4月指定時には20，727講
座、平成14年10月指定時に
は19．116講座となり、精選
された講座が指定されたと
ころである。

これにより、労働者に対
しては、より訓練効果の高
い訓練講座が提供されるこ
ととなった。

政策目標B・厚労省・基本方針2002（経済活性化戦略）

①②これまでの取組を踏ま
え、平成15年度以降も適切
な制度運営に努めていく。
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●　　　　　　　　　●

（続き）－

・訓練施設には、 「取得目
標とする資格名称J r得ら
れる知識・技能の内容」
「訓練効果測定の方法」等
を受講希望者に明示させ
る。

・訓練施設には、受講者の
修了時及びその後の状況
（＝資格の取得状況、就職

状況、受講後の職務内容の
変化、処遇改善の状況等）
を把握させ、講座検索シス

テムにより当該情報を公開
させる。

・訓練施設には、趣味的・
教養的な受講者の排除のた
め、一定の実務経験や、実
際に再就職に向けた活動実
績があること等が確保され
るような受講時点の条件設
定を徹底させる。

関係府省は、平成1 4年度内閣府、厚 ・学識経験者、障害者団体 引き続き、障害者の在宅就 ①第156回国会会期末
から、障害者等がそれぞれ生労働省等関係者、障害者の在宅就業 業に関する研究会におい 研究会における検討
の能力を発揮して然るべき関係各省 支援団体関係者、企業関係 て、障害者の多様な就業棟 ②平成15年末
報酬がもらえる仕組みの検 者の参集を求め、在宅就業 会の確保のための施策を検 研究会における検討
討、使いやすい情報通信機 を活用した障害者の就業機 討する。 （参それ以降
器・サービスの開発・普及
などによる情報バリアフ
リー環境の整備、電子政府
の構築等の面で政府が障害
者をパイロット的に雇用す

る事業の創設等、、障害者
の自立を支援する政策を具
体化する。

会確保のための方策につい

て検討するため、平成14年8
月、障害者の在宅就業に関
する研究会を設置し、これ
までに4回開催したところで
ある。

研究会の報告。
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関係府省は、平成14年度
から、障害者等がそれぞれ
の能力を発揮して然るべき
報酬がもらえる仕組みの検
討、使いやすい情報通彊機
器・サービスの開発・普及
などによる情報バリアフ
リー環境の整備、電子政府
の構築等の面で政府が障害
者をパイロット的に雇用す
る事業の創設等、、障害者
の自立を支援する政策を具
体化する

厚生労働省 ・平成13年度から開始し
ている障害者情報バリアフ
リー化支援事業に加えて、
平成14年度からパソコン
ボランティア養成・派遣事
業を開始した。

障害者の社会参加、
促進するため、障害者がパ
ソコンを使用するにあた
り、身近な地域で相談に応
じるパソコンボランティア
の養成・派遣事業を24か
所の都道府県・指定都市で
実施。
ボランティア養成数は1か
所あたり約38人、ボラン
ティア派遣数は1か所あた
り約90回の実績。

パソコンボランティ ア養
成・派遣事業等の実施箇所
数の増加を図る。また、こ
れらの事業を有機的に結び
つけ、各事業がより一層効
果的、効率的に行えるよ
う、総合的なサービスの拠
点として障害者rl Tサ
ポートセンター」の設置の
必要性を検討中。

第156回国会会期末
全国に10か所の障害者I
Tサポートセンターを設置
するための検討
②平成15年末
全E引こ10か所の障害者I
Tサポートセンターを設置
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●　　　　　　　　　　●

総務省、厚生労働省、経済総務省、厚 総務省、経済産業省、国土交通 総務省、経済産業省、国土交通 現在進めている「テレワーク・SO （p「テレワーク・SOHO の推進に
産業省、国土女通省は連携生労働省、省と連携して、rテレワーク・SO H 省と連携して実施した、rテレワー HOの推進による地域活性化のたよる地域活性化のための総合的

して、＿平成1 4 年度から、
情報通信環境の高度化、地
域コミュニティ形成、ビジ
ネス環境整備、就業条件の
確保を通じて、テレワー
ク・S O H O など多様な働

経済産業
省、国土交
通省

0の　進による地域活性化のた ク・SOHOの推進による地域活性めの総合的支援方策検討調査」支援方策検討調査」の結果分析
めの総合的支援方策検討調査」化のための総合的支援方策検討 の結果等を踏まえて、総務省、経 とテレワーク推進上の課題、支援
を実施し、テレワーク推進のため 調査」により、テレワーク人口及び済産業省、国土交通省と連携し のあり方等をまとめ、シンポジウ
の総合的な支援方策を検討して テレワーク推進上の課題等のテレて、テレワークを推進する上での ムで公表予定。
いる。 ワークの実態を明らかにしている 課題と総合的な支援方策につい ②また、在宅勤務に伴う労務管理
また、テレワークの普及促進を図 ところ。 て検討していくことが必要である。上の様 な々由題を解消するため
るため、以下の施策を行った。 また、テレワークの普及促進を図 また、適正なテレワークを推進す に、就労形態に即した労働時間

き方を支援する。 ・在宅就業者が様々 な仲介橡関 るための施策を通じ、適正なテレ る観点から今疫とも、テレワーク 等の労働条件や職場としての環
を探し出し、自分に適した仕事を ワークの推進を図ったところ。 普及啓発活動の継続的な実施が境の整備等、労務管理の在り方
探し出すこと牽可能とするため、
仲介機関に関する情報を収集し、
在宅就業者に対して提供する事
業を行った。

・テレワークシンポジウム等によ
り、テレワークの普及促進を行っ
た。

・テレワーク相談センターにおける
相談等を行った。

・非雇用型の在宅ワーカーを対象
に、契約に係る最低限のルールと
して、「在宅ワークの適正な実施
のためのガイドライン」の周知啓
発を行った。

・在宅ワーカー希望者等を対象
に、在宅ワークに必要な基礎知識
やノウハウを提供するための各種
支援事業を実施した。

必要である。 について検討委員会を設置し、労
働基準行政上の取扱いを明確に
し、ガイドラインの作成を行い、説
明会等の開催により広く事業主等
に対し周知を図る予定。

文部科学省、厚生労働省 総合科学技 全国治験活性化3 ケ年計画 現在取りまとめ中で、成果 現在取りまとめ中。 全国治験活性化3 ケ年計画
は、基礎研究の臨床への橋術会議、文 を平成1 4年度中に策定す はこれから。 を平成1 4 年度中に策定す
渡し研究の拡充や実験成果部科学省、ベく、文部科学省、厚生労 る。その3 力年計画に従い
の共有等の内容を含む全図
治験活性化3 ケ年計画を平
成1 4年度中に策定し、産
学官連携を推進するための
基盤を整備する。

厚生労働省働省は、有識者ヒアリング
などを実施中。

施策を実施する。
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総合科学技術会議、関係府 総合科学技 平成 1 4 年度より、厚生労 左記の通り、ナノメディス 左記事業を継続 して実施す 当該研究事業は 5 年間を予
省が協力して、’半導体微細 術会議、関 働科学研究事業において、 ン領域の研究事業を研究総 る。 定しており、継続的に取り
加工技術、燃料電池やマイ
クロ電池、超微細製造技
術、光技術等ナノテク、汀
などを応用した基盤的技術
の開発や普及を産学官で重
点的に推進する。

係府省 萌芽的先端医療技術分野ナ
ノメディシン領域を設定
し、研究事業を開始。

額 1 4 億円で実施。 組む。

厚生労働省、国土交通省は 厚生労働省 O　 r安心ハウス構想」の O　 r安心ハウス構想」パ ○　 民間事業者等に対し、 ○　 民間団体が主催する、地
平成 1 4 年度、安心ハウス 国土交通省 普及、啓発のため、民間団 ンフレットの作成 （3 万部 「安心ハウス構想」につい 方公共団体、民間事業者等向
構想を推進する。 体が行う、パンフレット 発行、 1 万部配布） て、引き続き普及 ・啓発を けのセミナーの開催に対して、

く3 万部発行）・やテキス ト O　 「安心ハウス構想」に 図ること。 今後とも必要な協力を行う予
の作成及び地方公共団体、
民間事業者等向けのセミ
ナーの開催 （4 回開催）に
対して、必要な支援と協力
を行った。

関するテキストの作成
○　 セミナーの開催 （東京

3 回、大阪 1 回　 受講音数
約 9 0 0 人）

定である。
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